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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面視で四角形状に形成され、前後の側面及び左右の側面からなる４つの側面を有する
室外機本体（５）と、
　この室外機本体（５）に収容され、前記室外機本体（５）の１つの角部（５Ａ）を除く
範囲で前記４つの側面に対向して設けられた前後の熱交換部（３２，３４）及び左右の熱
交換部（３５，３３）を有する熱交換器（１３）と、
　前記室外機本体（５）の上部に設けられ、当該室外機本体（５）の側面から取り入れた
空気を上方へ吹き出す送風ファン（２３）と、
　この送風ファン（２３）の外周を囲い、空気の吹き出し口を形成する通風部材（３０ａ
）、及び前記通風部材（３０ａ）の水平方向外側に配置されかつ前記室外機本体（５）の
平面形状に対応して平面視略四角形状に形成された外周部材（３０ｂ）を備えたベルマウ
ス（３０）と、
　前記室外機本体（５）に収容され、前記熱交換器（１３）における一の側端部（３２ａ
）と他の側端部（３５ａ）との間の開口部（３６）であって前記角部（５Ａ）に配置され
る電装品ユニット（３８）と、を備えており、
　前記電装品ユニット（３８）は、前記通風部材（３０ａ）の下端を上下方向に跨いで設
けられ、かつ前記通風部材（３０ａ）の下端よりも上側に配置された部分が当該通風部材
（３０ａ）の水平方向の外側に配置されており、
　前記外周部材（３０ｂ）における前記角部（５Ａ）に対応する部分には、前記電装品ユ
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ニット（３８）を配置するための切り欠け（３０ｃ）が形成されており、
　前記電装品ユニット（３８）は、前記切り欠け（３０ｃ）に配置されることによって、
前記前熱交換部（３２）の外面と前記後熱交換部（３４）の外面との間の前記熱交換器（
１３）の前後幅の範囲、及び、前記左熱交換部（３５）の外面と前記右熱交換部（３３）
の外面との間の前記熱交換器（１３）の左右幅の範囲に入り込んでいることを特徴とする
空気調和装置の室外機。
【請求項２】
　前記送風ファン（２３）が、前記室外機本体（５）の平面範囲内において、前記室外機
本体（５）の他の角部側へ偏心して配置されている、請求項１に記載の空気調和装置の室
外機。
【請求項３】
　前記電装品ユニット（３８）と、前記熱交換器（１３）の一方の側端部（３２ａ）との
間には、前記圧縮機（１１）を出し入れ可能なスペースが形成されている、請求項１又は
２に記載の空気調和装置の室外機。
【請求項４】
　前記電装品ユニット（３８）が、前記室外機本体（５）の１つの側面に対応して水平方
向に配置された梁部材（２８ａ）に支持されており、
　前記梁部材（２８ａ）は、前記室外機本体（５）の所定の取付箇所に前記電装品ユニッ
ト（３８）を取り付ける際に、当該電装品ユニット（３８）を前記取付箇所に案内するガ
イドレール部（２８ａ１）を有している、請求項１～３のいずれかに記載の空気調和装置
の室外機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和装置の室外機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、室外機本体（ケーシング）の上部に設けられた送風ファンの駆動
によって、室外機本体の側面から内部に取り入れた空気を上方へ吹き出す上吹き出しタイ
プの室外機が開示されている。この室外機には、略直方体形状の室外機本体の３つの側面
に対向するように平面視コの字型に形成された熱交換器が設けられている。また、熱交換
器の一の側端部と他の側端部との間に形成された開口部には、室外機本体の残りの１つの
側面に対向するように制御ボックス（電装品ユニット）が配置されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１５６８７２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この種の室外機においては、熱交換能力を維持したまま小型化することや、大型化する
ことなく熱交換能力を増大することが望まれており、このために熱交換器を室外機本体の
３つの側面だけでなく４つの側面に対向するように延長することが考えられている。
　しかしながら、熱交換器の範囲を延長すると、当該熱交換器の一の側端部と他の側端部
との間の開口部が小さくなり、当該開口部に占める制御ボックスの配置スペースの割合が
大きくなる。当該開口部は、制御ボックスを配置するためだけでなく、室外機本体内に収
容された機器のメンテナンスや交換を行うためにも利用されるため、当該開口部に占める
制御ボックスの配置スペースの割合が大きくなると、メンテナンス等の作業性を確保する
ことが困難となる。また、熱交換器の範囲を延長しない場合であっても、当該開口部に占
める制御ボックスの配置スペースの割合を小さくすることは、メンテナンス等の作業性を
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高める上で有効である。
【０００５】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、熱交換器における一の側端部
と他の側端部との間の開口部に占める電装品ユニットの配置スペースの割合を可及的に小
さくし、室外機本体内の機器のメンテナンス等の作業性を確保することができる空気調和
装置の室外機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）本発明に係る空気調和装置の室外機は、
　平面視で四角形状に形成され、前後の側面及び左右の側面からなる４つの側面を有する
室外機本体と、
　この室外機本体に収容され、前記室外機本体の１つの角部を除く範囲で前記４つの側面
に対向して設けられた前後の熱交換部及び左右の熱交換部を有する熱交換器と、
　前記室外機本体の上部に設けられ、当該室外機本体の側面から取り入れた空気を上方へ
吹き出す送風ファンと、
　この送風ファンの外周を囲い、空気の吹き出し口を形成する通風部材、及び前記通風部
材の水平方向外側に配置されかつ前記室外機本体の平面形状に対応して平面視略四角形状
に形成された外周部材を備えたベルマウスと、
　前記室外機本体に収容され、前記熱交換器における一の側端部と他の側端部との間の開
口部であって前記角部に配置される電装品ユニットと、を備えており、
　前記電装品ユニットは、前記通風部材の下端を上下方向に跨いで設けられ、かつ前記通
風部材の下端よりも上側に配置された部分が当該通風部材の水平方向の外側に配置されて
おり、
　前記外周部材における前記角部に対応する部分には、前記電装品ユニットを配置するた
めの切り欠けが形成されており、
　前記電装品ユニットは、前記切り欠けに配置されることによって、前記前熱交換部の外
面と前記後熱交換部の外面との間の前記熱交換器の前後幅の範囲、及び、前記左熱交換部
の外面と前記右熱交換部の外面との間の前記熱交換器の左右幅の範囲に入り込んでいるこ
とを特徴とする。
【０００７】
　室外機本体の上部に送風ファンを備えた上吹き出しタイプの室外機において、送風ファ
ンの外周を囲う通風部材の水平方向外側は空気の流れに寄与することが少なく、所謂デッ
ドスペースとなっている場合が多い。そのため、本発明の室外機は、当該デッドスペース
に電装品ユニットの一部を配置することによって、通風部材よりも下方における熱交換器
の一の側端部と他の側端部との間の開口部に占める電装品ユニットの配置スペースの割合
を小さくしている。これにより、室外機本体内の機器に対するメンテナンスや交換等の作
業のために当該開口部を可及的に広く利用することができ、当該作業の作業性を向上させ
ることができる。また、通風部材の下端よりも上側においては電装品ユニットの一部が空
気の流れに影響を及ぼすことはほとんどなく、熱交換効率を悪化させることもない。
　また、室外機本体の４つの側面に対向して熱交換器が配置されることによって、熱交換
能力を維持しながら室外機をコンパクト化すること、又は、室外機を大型化することなく
熱交換能力を増大することが可能となり、しかも、前述のように開口部に占める電装品ユ
ニットの配置スペースの割合を小さくできるので、開口部を介して行うメンテナンス等の
作業の作業性を損なうこともない。
　また、室外機本体の上部に設けられる送風ファンは平面視で円形状の軌跡を描いて回転
し、この送風ファンの外周を囲う通風部材は円筒形状を呈する。そのため、通風部材の水
平方向外側であって平面視四角形状の室外機本体の角部には比較的広いデッドスペースが
生じる。本発明においては、このような角部を利用することによって室外機本体の平面範
囲内に電装品ユニットの一部の配置スペースを可及的に広く確保することができる。
【００１０】
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（２）前記送風ファンは、前記室外機本体の平面範囲内において、当該室外機本体の他の
角部側へ偏心して配置されていることが好ましい。
このような構成によって、通風部材の水平方向外側であって室外機本体の１の角部に電装
品ユニットの配置スペースをより広く確保することができるとともに、熱交換器における
空気の流通面積が大きい部分に送風ファンを寄せて配置することができ、熱交換効率を向
上させることができる。
【００１１】
（３）前記電装品ユニットと、前記熱交換器の一方の側端部との間には、前記圧縮機を出
し入れ可能なスペースが形成されていることが好ましい。
　このような構成によって、熱交換器の交換やメンテナンスを容易に行うことができる。
【００１２】
（４）前記電装品ユニットは、前記室外機本体の１つの側面に対応して水平方向に配置さ
れた梁部材に支持されており、前記梁部材は、前記室外機本体の所定の取付箇所に前記電
装品ユニットを取り付ける際に、当該電装品ユニットを前記取付箇所に案内するガイドレ
ール部を有していることが好ましい。
　このような構成によって、室外機本体における適正な取付箇所に電装品ユニットを迅速
且つ簡単に位置付けることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、熱交換器における一の側端部と他の側端部との間の開口部に占める電
装品ユニットの配置スペースの割合を可及的に小さくし、室外機本体内の機器に対するメ
ンテナンス等の作業のために開口部を広く使用することができ、当該作業の作業性を向上
させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る室外機を有する空気調和装置の冷媒回路を示す
模式図である。
【図２】室外機の外観を示す斜視図である。
【図３】室外機の側面パネル及び天板を取り外した状態を示す概略的な斜視図である。
【図４】室外機の側面パネル及び天板を取り外した状態を示す概略的な正面図である。
【図５】天板を取り外した室外機の平面図である。
【図６】室外機の内部の平面図である。
【図７】図４におけるVII－VII矢視位置に相当する電装品箱の概略的な断面図である。
【図８】図４におけるVIII－VIII矢視位置に相当する電装品箱の概略的な断面図である。
【図９】図４におけるIV－IV矢視位置に相当する電装品箱の概略的な断面図である。
【図１０】電装品ユニットを後斜め上方から見た斜視図である。
【図１１】室外機本体に対する電装品ユニットの取付工程を示す平面説明図である。
【図１２】室外機内部の空気の流れを示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る室外機を有する空気調和装置の冷媒回路を示
す模式図である。
　空気調和装置１は、例えばビル用のマルチタイプの空気調和装置であり、１つ又は複数
の室外機２に対して複数の室内機３が並列に接続され、冷媒が流通できるように、冷媒回
路１０が形成されている。
【００２１】
　室外機２には、圧縮機１１、四路切換弁１２、室外熱交換器１３、室外膨張弁１４、送
風ファン２３、アキュムレータ２０、オイルセパレータ２１等が設けられ、これらは冷媒
配管によって接続されている。また、室内機３には、室内膨張弁１５および室内熱交換器
１６等が設けられている。四路切換弁１２と室内熱交換器１６とはガス側冷媒連絡配管１
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７ａにより接続され、室外膨張弁１４と室内膨張弁１５とは液側冷媒連絡配管１７ｂによ
り接続されている。室外機２の内部冷媒回路の端末部には、ガス側閉鎖弁１８と液側閉鎖
弁１９とが設けられている。ガス側閉鎖弁１８は四路切換弁１２側に配置されており、液
側閉鎖弁１９は室外膨張弁１４側に配置されている。ガス側閉鎖弁１８にはガス側冷媒連
絡配管１７ａが接続され、液側閉鎖弁１９には液側冷媒連絡配管１７ｂが接続される。
【００２２】
　上記構成の空気調和装置１において、冷房運転を行う場合には、四路切換弁１２が図１
において実線で示す状態に保持される。圧縮機１１から吐出された高温高圧のガス状冷媒
は、オイルセパレータ２１及び四路切換弁１２を経て室外熱交換器１３に流入し、送風フ
ァン２３の作動により室外空気と熱交換して凝縮・液化する。液化した冷媒は、全開状態
の室外膨張弁１４を通過し、液側冷媒連絡配管１７ｂを通って各室内機３に流入する。室
内機３において、冷媒は、室内膨張弁１５で所定の低圧に減圧され、さらに室内熱交換器
１６で室内空気と熱交換して蒸発する。そして、冷媒の蒸発によって冷却された室内空気
は、図示しない室内ファンによって室内に吹き出され、当該室内を冷房する。また、室内
熱交換器１６で蒸発して気化した冷媒は、ガス側冷媒連絡配管１７ａを通って室外機２に
戻り、四路切換弁１２及びアキュムレータ２０を経て圧縮機１１に吸い込まれる。
【００２３】
　他方、暖房運転を行う場合には、四路切換弁１２が図１において破線で示す状態に保持
される。圧縮機１１から吐出された高温高圧のガス状冷媒は、オイルセパレータ２１及び
四路切換弁１２を経て各室内機３の室内熱交換器１６に流入し、室内空気と熱交換して凝
縮・液化する。冷媒の凝縮によって加熱された室内空気は、室内ファンによって室内に吹
き出され、当該室内を暖房する。室内熱交換器１６において液化した冷媒は、全開状態の
室内膨張弁１５から液側冷媒連絡配管１７ｂを通って室外機２に戻る。室外機２に戻った
冷媒は、室外膨張弁１４で所定の低圧に減圧され、さらに室外熱交換器１３で室外空気と
熱交換して蒸発する。そして、室外熱交換器１３で蒸発して気化した冷媒は、四路切換弁
１２及びアキュムレータ２０を経て圧縮機１１に吸い込まれる。
【００２４】
　図２は、室外機の外観を示す斜視図、図３は、室外機の側面パネル及び天板を取り外し
た状態を示す概略的な斜視図、図４は、室外機の側面パネル及び天板を取り外した状態を
示す概略的な正面図である。また、図５は、天板を取り外した室外機の平面図、図６は、
室外機の内部の平面図である。
　本実施の形態の室外機２は、上吹き出しタイプであり、室外機本体（ケーシング）５と
、この室外機本体５に内蔵された室外熱交換器１３、圧縮機１１、四路切換弁１２、アキ
ュムレータ２０、オイルセパレータ２１等の冷媒回路１０（図１参照）を構成する機器と
、電装品ユニット３８と、室外機本体５の上部に設けられた送風ファン２３等を備えてい
る。
【００２５】
　そして、室外機２は、送風ファン２３の駆動によって室外機本体５の側面から空気を吸
い込み、室外熱交換器１３との間で熱交換を行った後に室外機本体５の上部から上方へ空
気を吹き出すように構成されている。
【００２６】
　図２及び図３に示されるように、室外機本体５は、略直方体形状に形成されており、底
フレーム２６、支柱２７、梁部材２８ａ～２８ｄ、下側面パネル２９、上側面パネル２５
、天板２４等を有している。底フレーム２６は、平面視で四角形状に形成されている。ま
た、底フレーム２６の前後に対向する２辺には、地面に接地する脚部２６ａが設けられて
いる。支柱２７は、断面形状が略Ｌ字状で上下方向に長い長尺部材からなり、底フレーム
２６の４隅にボルト等によって取り付けられている。
【００２７】
　図２に示されるように、天板２４は、底フレーム２６と略同一の平面視で四角形状に形
成され、底フレーム２６の上方に間隔をあけて配置されている。天板２４の四隅には、各
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支柱２７の上端がボルト等の連結具によって連結されている。天板２４には、略四角形状
の通風口２４ａが形成されており、この通風口２４ａには異物の侵入を防止するための網
体２４ｂが設けられている。
【００２８】
　図３及び図５に示されるように、梁部材２８ａ～２８ｄは、支柱２７の上部側であって
、天板２４から下方に所定の間隔をあけた位置に配置され、前後左右に隣接する支柱２７
の間に架設されている。そして、室外機本体５は、底フレーム２６、天板２４、支柱２７
、梁部材２８ａ～２８ｄ等からなる構造部材によって骨格が形成されている。
【００２９】
　４本の梁部材２８ａ～２８ｄには、ベルマウス３０が取り付けられている。このベルマ
ウス３０は、送風ファン２３の外周部を囲う通風ガイド（通風部材）３０ａを有しており
、通風ガイド３０ａは、送風ファン２３の円形状の回転軌跡に沿った円筒形状に形成され
、室外機本体５からの空気の吹き出し口を形成している。また、前後の梁部材２８ａ，２
８ｃには支持台３１（図５参照）が架設されており、この支持台３１に送風ファン２３の
モータ２３ａ（図４参照）が取り付けられている。したがって、梁部材２８ａ，２８ｃは
、送風ファン２３を取り付けるための取付部材としても機能している。
【００３０】
　図２に示されるように、梁部材２８ａ～２８ｄと天板２４との間に位置する室外機本体
５の４つの側面には上側面パネル２５が設けられている。送風ファン２３、ベルマウス３
０、及び電装品ユニット３８の上部は、上側面パネル２５や天板２４によって覆われるこ
とで、外部に露出しないように構成されている。
【００３１】
　図５に示されるように、送風ファン２３の回転中心Ｏは、室外機本体５の前後略中央部
であってやや右側に偏心した位置に配置されている。また、図２に示されるように、天板
２４の通風口２４ａも、送風ファン２３に合わせてやや右側に偏心した位置に配置されて
いる。なお、天板２４において、後述する電装品ユニット３８の上方位置には通風口２４
ａが形成されておらず、これにより通風口２４ａから浸入した雨水等が電装品ユニット３
８にかかってしまうのを防止している。
【００３２】
　図６に示されるように、室外機本体５の底フレーム２６の上面には、室外熱交換器１３
、圧縮機１１、アキュムレータ２０、オイルセパレータ２１、四路切換弁１２等の機器が
搭載されている。室外熱交換器１３は、クロスフィンコイル式であり、アルミニウム製の
多数のフィンを伝熱管が水平に貫通し、伝熱管を流れる冷媒と室外熱交換器１３を流通す
る空気との間で熱交換を行うように構成されている。
【００３３】
　室外熱交換器１３は、室外機本体５の１つの角部（左前側の角部）５Ａを除く範囲で４
つの側面に対向（対応）し、かつ４つの側面に沿って略四角形状に屈曲されている。具体
的に、室外熱交換器１３は、室外機本体５の前側の側面（前面）に沿う前熱交換部３２と
、右側の側面に沿う右熱交換部３３と、後側の側面（後面）に沿う後熱交換部３４と、左
側の側面に沿う左熱交換部３５とを有している。そして、前熱交換部３２と右熱交換部３
３との間、右熱交換部３３と後熱交換部３４との間、及び後熱交換部３４と左熱交換部３
５との間が略９０度に屈曲されている。なお、室外熱交換器１３の各熱交換部３２～３５
は、室外機本体５の側面に対して必ずしも平行に対向していなくてもよく、傾斜した状態
で対向していてもよい。また、本明細書において、室外機本体５の側面とは、外部に向い
た実体的な側面、例えば、前述の上側面パネル２５や後述する下側面パネル２９、室外熱
交換器１３の外側面を覆う格子状の枠やパネルによって規定されるものであってもよいし
、このような側面パネル２５，２９等を備えていない場合には、底フレーム２６の４辺を
そのまま上方に延長した仮想の面によって規定されてもよい。
【００３４】
　図６に示されるように、前熱交換部３２の左側端部（室外熱交換器１３における一の側
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端部）３２ａと、左熱交換部３５の前側端部（同他の側端部）３５ａとの間は、開口部３
６とされている。本実施の形態では、開口部３６が、左前側に配置された支柱２７によっ
て２つに分けられており、以下の説明においては、室外機２の前面に配置された開口部３
６を前開口部３６Ａといい、左側面に配置された開口部３６を左開口部３６Ｂという。
【００３５】
　また、室外機本体５は、室外熱交換器１３の一の側端部３２ａと支柱２７との間、及び
この支柱２７と室外熱交換器１３の他の側端部３５ａとの間に、それぞれ下側面パネル２
９を着脱可能に備えており（図２参照）、この下側面パネル２９によって前開口部３６Ａ
及び左開口部３６Ｂがそれぞれ閉鎖されている。なお、図示はしていないが、室外機本体
５の側面における室外熱交換器１３が配置された部分には、空気の流通が可能な格子状の
枠やパネルが取り付けられていてもよい。
【００３６】
　図６に示されるように、閉鎖弁１８，１９は、室外機本体５の前開口部３６Ａに向くよ
うに取付台３７を介して支持されている。また、圧縮機１１は、前開口部３６Ａの右側寄
りに配置され、前開口部３６Ａを介して前方から略全体を視認できる位置に配置される。
また、底フレーム２６上のアキュムレータ２０やオイルセパレータ２１は室外機本体５内
の後部側に配置されている。
【００３７】
　図４に示されるように、後述する電装品ユニット３８と室外熱交換器１３の一の側端部
３２ａとの間に形成された前開口部３６Ａの幅Ｗは、圧縮機１１を通過可能な寸法に設定
されており、圧縮機１１の交換等のためにこのスペースを利用して圧縮機１１を出し入れ
可能である。
【００３８】
　図４に示されるように、電装品ユニット３８は、室外機２全体を制御するための制御基
板４１、圧縮機１１や送風ファン２３を駆動するための駆動基板（インバータ基板）４２
，４３、リアクタ４４（図７参照）、端子台４５等の電気部品と、これら電気部品を収容
する電装品箱５０とを備えている。また、図３にも示されるように、電装品ユニット３８
は、室外機本体５における１つの角部５Ａ、すなわち、室外熱交換器１３が配置されてい
ない室外機本体５の角部５Ａに対応して配置されている。
【００３９】
　電装品箱５０は、室外機本体５の略上端部から上下方向の中間部よりもやや下側までの
範囲で設けられている。したがって、電装品箱５０は、梁部材２８ａ～２８ｄや室外熱交
換器１３の上端を上下方向に跨いで配置されている。また、電装品箱５０は、ベルマウス
３０における円筒形状の通風ガイド３０ａの下端を上下方向に跨いで配置されている。
【００４０】
　電装品ユニット３８の電装品箱５０は、角部５Ａに配置された支柱２７や、この支柱２
７に連結される梁部材２８ａ，２８ｂ等にボルト等によって取り付けられ、支持されてい
る。また、電装品箱５０は、平面形状が互いに異なる上部５１と、中間部５２と、下部５
３とを備えており、これらの各部５１，５２，５３は略同じ高さを有している。
【００４１】
　電装品箱５０の上部５１は、梁部材２８ａ，２８ｂよりも上側に配置された部分である
。図７は、図４のVII－VII矢視位置に相当する概略的な電装品箱の断面図である。電装品
箱５０の上部５１は、その平面形状が略台形状に形成されている。具体的に、上部５１は
、室外機本体５の前面５ａに略平行に沿った第１前面板５１ａと、第１前面板５１ａの後
方に略平行に配置された第１背面板５１ｂと、第１前面板５１ａと第１背面板５１ｂの左
端部を接続し、室外機本体５の左側面５ｂに略平行に沿った第１左側面板５１ｃと、第１
前面板５１ａと第１背面板５１ｂの右端部を接続し、その後部側が左方向へ傾斜して配置
された第１右側面板５１ｄとを有している。以下、第１右側面板５１ｄの後部側の傾斜部
分を、右傾斜部５１ｄ１と呼称する。
【００４２】
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　電装品箱５０の上部５１には、第１前面板５１ａの後側に近接して制御基板（操作基板
）４１が配置され、第１背面板５１ｂの前側に近接してリアクタ４４が配置されている。
また、第１前面板５１ａには、操作窓５１ａ１が形成されている。制御基板４１には、室
外ユニットの各種設定や試運転等を行うためのスイッチ等の操作部や、異常時に点灯する
ＬＥＤ等が設けられており、この操作窓５１ａ１から制御基板４１上の操作部を操作した
りＬＥＤ等を確認したりすることが可能となっている。そして、電装品箱５０の上部５１
に制御基板４１を配置することで操作窓５１ａ１を介して操作部の操作やＬＥＤ等の確認
を立った姿勢で容易に行うことが可能である。なお、操作窓５１ａ１は、開閉可能な蓋板
５１ａ２によって閉鎖されている。また、第１背面板５１ｂには、電装品箱５０内に空気
を取り入れるための第１取入口５６が形成されている。リアクタ４４は、高発熱部品であ
り、主として第１取入口５６から取り入れられた空気によって冷却される。
【００４３】
　図５に示されるように、電装品箱５０の上部５１は、ベルマウス３０と隣接して配置さ
れている。ベルマウス３０は、通風ガイド３０ａと、この通風ガイド３０ａの水平方向外
側に配置されて梁部材２８ａ～２８ｄに支持される外周部材３０ｂとからなっている。通
風ガイド３０ａは送風ファン２３の全周を囲うように円筒形状に形成されているが、外周
部材３０ｂは、平面視略四角形状で、電装品箱５０の配置箇所に切欠３０ｃが形成されて
いる。
【００４４】
　図４に示されるように、電装品箱５０の中間部５２は、梁部材２８ａ，２８ｂよりも下
側に配置されている。図８は、図４におけるVIII－VIII矢視位置に相当する電装品箱の概
略的な断面図である。中間部５２は、平面視で略四角形状に形成されている。具体的に、
中間部５２は、室外機本体５の前面５ａに略平行に沿った第２前面板５２ａと、第２前面
板５２ａの後方に配置されるとともに、右側の一部が前方に傾斜して配置された第２背面
板５２ｂと、第２前面板５２ａと第２背面板５２ｂの左端部を接続し、室外機本体５の左
側面５ｂに略平行に沿った第２左側面板５２ｃと、第２前面板５２ａと第２背面板５２ｂ
の右端部を接続する第２右側面板５２ｄとを有している。
　なお、以下においては第２背面板５２ｂにおける右側の傾斜部分を、後傾斜部５２ｂ１
という。
【００４５】
　第２前面板５２ａは、第１前面板５１ａ（図７参照）と同一の板材からなり、第１前面
板５１ａの下方に一体的に連なっている。また、第２左側面板５２ｃは、第１左側面板５
１ｃと同一の板材からなり、第１左側面板５１ｃの下方に一体的に連なっている。また、
第２左側面板５２ｃは、その一部が左方向に若干膨出しており、この膨出部分には電装品
箱５０内の空気を排出するための排出口５７が形成されている。この電装品箱５０の中間
部５２には、第２前面板５２ａの後側に近接して端子台４５が配置され、第２背面板５２
ｂの前側に送風ファン２３用の駆動基板４３が配置されている。特に、駆動基板４３には
、スイッチング素子を含むファンドライバ４３ａが設けられ、このファンドライバ４３ａ
は、第２背面板５２ｂの後傾斜部５２ｂ１から外部へ突出するヒートシンク４３ｂを介し
て空冷されている。
【００４６】
　図４に示されるように、電装品箱５０の下部５３は、中間部５２の下方に設けられてい
る。図９は、図４におけるIV－IV矢視位置に相当する電装品箱の概略的な断面図である。
下部５３は、上述の第２背面板５２ｂと第２右側面板５２ｄをそのまま下方に延長するこ
とによって構成された第３背面板５３ｂ及び第３右側面板５３ｄを有している。また、電
装品箱５０の下部５３は、その右側の一部が室外機本体５の前面５ａに略沿って配置され
るとともに、左側の一部が後方へ傾斜する第３前面板５３ａを有している。以下において
は、第３前面板５３ａにおける傾斜部分を前傾斜部５３ａ１と呼称する。この前傾斜部５
３ａ１は、図７に示す右傾斜部５１ｄ１と略平行に配置されている。
【００４７】
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　電装品箱５０の下部５３の内部には、第３前面板５３ａにおける前傾斜部５３ａ１の後
側に近接して圧縮機１１の駆動基板４２が配置されている。また、前傾斜部５３ａ１の表
面には冷却ジャケット４８が設けられ、この冷却ジャケット４８には、冷媒回路１０（図
１参照）の冷媒配管から引き回された冷却用冷媒配管４７が接している。圧縮機１１の駆
動基板４２には高発熱部品であるＩＧＢＴ等のパワー素子（スイッチング素子）を有する
パワーモジュールが実装されており、このパワーモジュールが冷却用冷媒配管４７を流れ
る冷媒によって冷却されている。また、電装品箱５０の下部５３の底壁には、電装品箱５
０内に空気を取り入れるための第２取入口５８が形成されている。
【００４８】
　図１０は、電装品箱を後斜め上方から見た斜視図である。電装品箱５０の後部側におけ
る上部５１と中間部５２との境界には、第１右側面板５１ｄの右傾斜部５１ｄ１及び第１
背面板５１ｂと略平行に形成された凹状の嵌合溝６０が形成されている。一方、図１１に
示されるように、室外機本体５の前部に配置された梁部材２８ａの左端部は後方へ凹んで
いる。具体的には、梁部材２８ａの左端部には、嵌合溝６０の形状に倣って後方へ傾斜す
る傾斜部２８ａ１と、この傾斜部２８ａ１の左端部から室外機本体５の前面５ａと略平行
に延びる平行部２８ａ２とが形成されている。
【００４９】
　そして、電装品箱５０を室外機本体５に取り付けるときに、梁部材２８ａの傾斜部２８
ａ１を嵌合溝６０に嵌合させつつ矢印で示す左斜め後方に挿入することで、当該傾斜部２
８ａ１が電装品箱５０を所定の取付箇所へ案内するガイドレールとして機能する。このよ
うな傾斜部（ガイドレール部）２８ａ１を設けることで電装品箱５０を適切な箇所に簡単
且つ迅速に位置づけることができる。
【００５０】
　また、梁部材２８ａに傾斜部（ガイドレール部）２８ａ１を設けることで、冷却用冷媒
配管４７（図９参照）に干渉することなく電装品箱５０を取り付けることができる。電装
品箱５０を室外機本体５に取り付ける際、冷却用冷媒配管４７を含めた冷媒配管は既に室
外機本体５に組み付けられているので、電装品箱５０は、冷却用冷媒配管４７に干渉しな
いように取り付ける必要がある。本実施の形態では、電装品箱５０の下部５３における前
傾斜部５３ａ１に冷却用冷媒配管４７が設けられているため、電装品箱５０を室外機本体
５の正面からそのまま後方へ向けて取り付けることができない。そのため、この冷却用冷
媒配管４７が装着された前傾斜部５３ａ１と略平行なガイドレール部２８ａ１を梁部材２
８ａに形成し、このガイドレール部２８ａ１に沿って電装品箱５０を取り付けることで、
当該電装品箱５０が冷却用冷媒配管４７に干渉してしまうのを防止している。
【００５１】
　また、冷却用冷媒配管４７は、平面視において電装品箱５０の平面範囲内に配置されて
いる。すなわち、電装品箱５０の下部５３は、第３前面板５３ａの前傾斜部５３ａ１が第
１，第２前面板５１ａ，５２ａよりも後退しており、これによって電装品箱５０にはその
底壁を上方に凹ました形態の凹部（配置凹部）５４が形成されている。そして、冷却用冷
媒配管４７は、凹部５４内に配置されることによって電装品箱５０の平面範囲内に配置さ
れている。そのため、冷却用冷媒配管４７が電装品箱５０から側方へ突出することがなく
、冷却用冷媒配管４７を含めた電装品箱５０の平面的な配置スペースを可及的に小さくす
ることが可能となっている。
【００５２】
　また、図４に示されるように、電装品箱５０内の電気配線６２は、凹部５４内における
電装品箱５０の底壁（中間部５２の底壁）５４ａから下方へ引き出されている。したがっ
て、圧縮機１１の駆動基板４２が収容された電装品箱５０の下部５３を通すことなく電気
配線６２を外部へ引き出すことができ、駆動基板４２から発生するノイズが電気配線６２
に与える影響を小さくすることができる。
【００５３】
　図１２は、電装品箱における空気の流れを示す説明図である。
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　送風ファン２３を作動させると、外気は室外機本体５の側面から吸い込まれ、室外熱交
換器１３との間で熱交換を行った後、上方へ吹き出される。このとき、室外機本体５の内
部は、送風ファン２３の作動によって負圧となり、特に、図１２に示すＢ部は、Ａ部より
も送風ファン２３に近いため圧力がより低くなる。また、室外機本体５の外部やベルマウ
ス３０における通風ガイド３０ａの外側であるＣ部は正圧又は大気圧となる。
【００５４】
　前述したように、電装品箱５０の上部５１の側面には第１取入口５６が形成され、下部
５３の底面には第２取入口５８が形成され、中間部５２の側面には排出口５７が形成され
ている。上記のようなＣ部とＢ部との差圧によって、第１取入口５６から電装品箱５０に
空気が取り入れられるとともに排出口５７から排出され、この空気の流れによって電装品
箱５０の上部側の機器が冷却される。また、Ａ部とＢ部との差圧によって、第２取入口か
ら電装品箱５０に空気が取り入れられるとともに排出口５７から排出され、この空気の流
れによって電装品箱５０の下部側の機器が冷却される。
【００５５】
　ここで、Ａ部とＢとの差圧は、Ｃ部とＢ部との差圧よりも小さいため、第１取入口５６
から排出口５７への空気の流れよりも第２取入口５８から排出口５７への空気の流れが弱
くなる。しかしながら、第１取入口５６から排出口５７への比較的強い空気の流れによっ
て、第１取入口５６から排出口５７への空気の流れが誘引され、第２取入口５８からの空
気の流入が促進される。このような作用によって電装品箱５０の放熱性をより高めること
が可能となっている。
【００５６】
　上記実施の形態において、室外熱交換器１３は、室外機本体５の４つの側面に対向して
配置されている（図６参照）。したがって、当該室外機本体５の３つの側面に対向して室
外熱交換器１３が配置される場合に比べて、空気の流通面積を拡大することができ、熱交
換の能力を高めることができる。また、言い換えると、室外機本体の４つの側面に対向す
るように室外熱交換器１３を配置することによって、室外機本体５のサイズを小さくした
としても空気の流通面積を維持することができる。そのため、室外熱交換器１３の能力を
低下させることなく、室外機本体４の小型化を図ることができる。
【００５７】
　その反面、室外熱交換器１３が室外機本体５の４つの側面に配置されていると、室外熱
交換器１３における一の側端部３２ａと他の側端部３５ａとの間に形成される開口部３６
が小さくなり、この開口部３６に占める電装品箱５０の配置スペースの割合が相対的に大
きくなる。そのため、開口部３６の残りのスペースを利用して室外機本体５内の機器のメ
ンテナンスや交換等の作業を行う場合に作業性が悪化する可能性がある。
【００５８】
　この点に関して、本実施の形態の室外機２は、電装品箱５０が通風ガイド３０ａの下端
（図１２において符号Ｈで示す）を上下方向に跨いで配置されているので、電装品箱５０
の全体を通風ガイド３０ａの下端Ｈよりも下方に配置する場合に比べて、開口部３６に占
める電装品箱５０の配置スペースを小さくすることができる。そのため、電装品箱５０の
配置スペースを除く残りの開口部３６のスペースを可及的に広く確保することができ、当
該開口部３６を利用して室外機本体５内の機器に対するメンテナンス等の作業を行い易く
することができる。
【００５９】
　また、通風ガイド３０ａの下端Ｈよりも上方であって通風ガイド３０ａの水平方向の外
側の領域は、室外機本体５内における空気の流れにほとんど寄与しておらず、この領域に
電装品箱５０の一部を配置したとしても、室外機本体５内の空気の流れに悪影響を及ぼす
ことはほとんどなく、熱交換効率を悪化させることもない。
【００６０】
　図３及び図４に示されるように、電装品ユニット３８は、室外機本体５における左前側
の角部５Ａに配置され、一方、図５に示されるように、送風ファン２３は、電装品ユニッ
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へ偏って配置されている。そのため、室外機本体５の左前側には電装品ユニット３８を配
置するために比較的広いスペースを形成することができる。また、図５及び図６に示され
るように、室外熱交換器１３は、室外機本体５の左側よりも右側のほうが空気の流通面積
が大きくとられており、これに対して送風ファン２３は、室外機本体５は右側に偏って配
置されている。したがって、室外機本体５の右側からより多くの空気を吸い込み、より効
率よく室外熱交換器１３によって熱交換を行うことができる。
【００６１】
　本発明は、上記各実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された
発明の範囲内において、適宜変更することが可能である。
　例えば、本発明は、室外機本体５の３つの側面に沿ってコの字状に配置された室外熱交
換器１３を備えている室外機２に対しても適用することが可能である。ただし、上記実施
の形態のように室外機本体５の４つの側面に対向して室外熱交換器１３が配置された室外
機２に対して本発明を適用することがより効果的である。
【００６２】
　また、上記実施の形態の室外機２は、１台の圧縮機１１を備えていたが、２台以上の圧
縮機１１を備えていてもよい。この場合においても、前開口部３６Ａの開口幅Ｗは、１台
の圧縮機１１を出し入れ可能な幅とし、複数台の圧縮機１１を前開口部３６Ａから１台ず
つ順番に出し入れできるように構成することができる。
【符号の説明】
【００６３】
　１　空気調和装置
　２　室外機
　５　室外機本体
　１１　圧縮機
　１３　室外熱交換器
　２３　送風ファン
　２８ａ　梁部材（取付部材）
　２８ａ１　傾斜部（ガイドレール部）
　３０　ベルマウス
　３０ａ　通風ガイド（通風部材）
　３２ａ　熱交換器の一の側端部
　３５ａ　熱交換器の他の側端部
　３８　電装品ユニット
　４２　駆動基板（高発熱部品）
　５０　電装品箱
　５４　配置凹部
　５４ａ　底壁
　５６　第１取入口
　５７　排出口
　５８　第２取入口
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